
浦安市規則第75号 

 

   浦安市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービ 

スに係る利用者負担軽減制度の実施に関する規則の一部を改正す 

る規則 

    

 浦安市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利

用者負担軽減制度の実施に関する規則（平成17年規則第53号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第３号本文中「介護保険法第51条の３第２項第１号及び第61条の２第

２項第１号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者に

おける食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める

費用の額」を「介護保険法第51条の３第２項第１号及び第61条の３第２項第１

号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食

事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」

に、「介護保険法第51条の３第２項第２号に規定する特定介護保険施設等にお

ける居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して

厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の３第２項第２号に規定する

特定介護予防事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況

その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」を「介護保険法第51

条の３第２項第２号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平

均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める

費用の額並びに同法第61条の３第２項第２号に規定する特定介護予防サービス

事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情

を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」に改め、同条第４号中「、介護予

防訪問介護、介護予防通所介護」を削る。 

第４条中「浦安市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担

軽減対象確認申請書」を「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」に

改める。 

第５条中「浦安市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担



軽減対象確認決定通知書」を「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書」

に改める。 

第６条中「浦安市社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を「社会福祉

法人等利用者負担軽減確認証」に改める。 

別記第１号様式を次のとおり改める。 

  



別 記 

 第１号様式（第４条） 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

フ リ ガ ナ 

被保険者氏名 

 

被保険者番号           

 

生 年 月 日  

住 所  電話番号 

備 考  

（宛先）浦安市長 

上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の軽減対象の確認を申請します。 

 

 

 

 

      年   月   日 

 
   〒 

住所 
  

申請者  電話番号  

 氏名   

 

 



別記第６号様式及び第７号様式を次のように改める。 

  



 第６号様式（第５条） 
第     号 

年  月  日 

 

 

 

          様 

 

浦安市長          印 

 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書 
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

 

 年  月  日に申請のありました、社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請については、次

のとおり決定しましたので通知します。 
 

被保険者番号  被保険者氏名  

    

決 定 年 月 日   

決 定 事 項 

１ 

承
認
す
る 

適用年月日              軽減内容 
 
有効期限 
 

確認番号 

２ 

承
認
し
な
い 

 

 

 

 

 

 

 

 

教示 
１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内
に、浦安市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす
ることができなくなります。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、浦安市を
被告として（訴訟において浦安市を代表する者は浦安市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起
することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であって
も、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなく
なります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知
った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



 第７号様式（第６条第１項） 

 

 

 

  

(表面) 

 

 
社 会 福 祉 法 人 等 利 用 者 負 担 軽 減 確 認 証 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 
 

交付年月日 

確 認 番 号  

受

給

者 

住 所  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

介護保険被保険者番号 

（被保険者のみ記載） 
 

適 用 年 月 日 から 

有 効 期 限 まで 

減 額 割 合  

保 険 者 番 号 

並 び に 保 険 

者 の 名 称 及 

び 印 

 

        

 

 

 

 
印 



 

 

(裏面) 

 
 

 
 

注 
意 

事 

項 
  

一 

次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に 

 
 

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

二 

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
定
期
巡 

 
 

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、 

 
 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉 

 
 

施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、 

 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
及
び
介
護
予
防
小 

 
 

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
並
び
に
第
一
号
訪
問
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
相
当
す
る 

 
 

事
業
及
び
第
一
号
通
所
事
業
の
う
ち
介
護
予
防
通
所
介
護
に
相
当
す
る
事
業
で
す
。 

 

三 

こ
の
確
認
証
は
、
都
道
府
県
に
申
し
出
の
あ
っ
た
事
業
者
の
み
有
効
で
す
。 

 

四 

前
記
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の 

 
 

食
費
、
居
住
費
（
滞
在
費
）
及
び
宿
泊
費
が
、
表
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の 

 
 

減
額
割
合
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。 

 

五 

介
護
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
減
額
措
置
の
要
件
に
該
当
し 

 
 

な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
減
額
確
認
証
の
有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、 

 
 

こ
の
証
を
市
町
村
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を 

 
 

添
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

六 

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証 

 
 

を
添
え
て
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

 

七 

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
拘
禁
刑
の
処
分
を
受 

 
 

け
ま
す
。 



 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


